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合
併
後
に
お
い
て
も
、
し
ば
ら

く
の
間
は
旧
市
、
旧
町
そ
れ
ぞ
れ

の
方
法
で
、
ご
み
の
収
集
を
行
い

ま
す
。

ご
み
は
、
旧
市
、
旧
町
の
「
ご

み
の
分
け
方
・
出
し
方
」
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
な
ど
で
確
認
し
、
指
定

の
方
法
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。

お
手
元
に
旧
市
町
の
「
ご
み
の

分
け
方
・
出
し
方
」の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
が
な
い
と
き
は
、
環
境
課
ま
た

は
各
総
合
支
所
へ
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

環
境
課
業
務
係

（
☎
５
７
１―

０
７
８
９
）
へ

次
の
申
請
に
つ
い
て
は

受
け
付
け
を
締
め
切
り
ま
し
た

・
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
補
助

の
申
請

・
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置

補
助
の
申
請

な
お
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
維

持
管
理
補
助
の
申
請
受
け
付
け
は

引
き
続
き
行
っ
て
い
ま
す
。

家
庭
で
の
ご
み
の
焼
却
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

小
型
焼
却
炉
な
ど
は
不
完
全
燃

焼
を
お
こ
し
や
す
い
の
で
使
用
せ

ず
、
決
め
ら
れ
た
ご
み
の
収
集
場

所
へ
出
し
て
く
だ
さ
い
。

大
気
汚
染
防
止
、
温
暖
化
防
止

の
た
め
に
も
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

環
境
課
（
☎

５
７
４―

８
５
７
２
）
へ

65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
高
齢

者
な
ど
の
か
た
に
、
自
宅
へ
保
温

ケ
ー
ス
に
入
っ
た
お
弁
当
形
式
の

昼
食
を
お
届
け
す
る
も
の
で
す
。

お
届
け
す
る
こ
と
で
、
高
齢

者
の
食
生
活
を
支
援
す
る
と
と
も

に
、
安
否
確
認
を
目
的
と
し
て
お

り
ま
す
。

【
対
象
者
】

① 

65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
高

齢
者

② 

65
歳
以
上
の
夫
婦
世
帯
で
、

ど
ち
ら
か
１
人
が
要
介
護
認
定

で
要
支
援
以
上
の
世
帯
の
か
た

③ 

75
歳
以
上
の
夫
婦
世
帯
の
か
た

【
配
食
日
】

週
６
回
（
月
曜
日
〜
土
曜
日
）

の
う
ち
希
望
す
る
曜
日

【
自
己
負
担
】

① 

介
護
保
険
料
の
所
得
段
階
で

第
一
段
階
＝
２
０
０
円

② 

介
護
保
険
料
の
所
得
段
階
で

第
二
段
階
＝
３
０
０
円

③ 

①･

②
以
外
の
段
階
＝
４
０
０
円

【
問
い
合
わ
せ
】

長
寿
福
祉
課
（
☎
５
７
４―

６
６
４
５
）
へ

岡
部
福
祉
健
康
課
（
☎
５
８
５―

２
２
１
４
）
へ

川
本
福
祉
健
康
課
（
☎
５
８
３―

２
５
３
２
）
へ

花
園
福
祉
健
康
課
（
☎
５
８
４―

１
１
２
３
）
へ

「
ご
み
の
分
け
方
・

出
し
方
」
に
つ
い
て

暮らしの
アドバイス

相談

■深谷市子どもの虐待防止ホットライン
　虐待が疑われる子どもを見つけた場合は、子どもの虐待防止ホットライン（市
役所家庭児童相談室内・ ☎574－3000）へご連絡ください。

■L・フォルテ子育て支援軽運動室開放
　子育て中のかた、お子さんを一緒に遊ばせたり、情報交換をしたりしませんか？
とき　毎週水曜日午後１時～４時　　ところ　Ｌ・フォルテ軽運動室
対象　未就学児とその保護者
問い合わせ　Ｌ・フォルテ（☎573－4761・火曜日休館）へ

各　種　無　料　相　談

相談名 内容 とき ところ 問い合わせ
エイズ相談
（※原則無料・匿名可）

エイズなどに関する相談
と血液検査

1月 16 日㈪
午前 10 時～ 11 時

深谷保健所 深谷保健所
☎ 571 － 4626

精神保健福祉相談
（※要電話予約）

精神保健福祉に関する相
談全般

1月 10 日㈫
午後 1時～ 2時

深谷保健所 深谷保健所
☎ 571 － 4626

県民法律相談
（※要電話予約）

弁護士による法律相談 毎月第 1～第 4水曜日
午後 1時～ 4時

県北部地域創造センター
（県地方庁舎 1階）

県北部地域創造センター
☎ 522 － 6506

県民相談・交通事故相談 家庭の困りごとや交通事
故相談

毎週月～金曜日
午前 9時～午後 4時

県北部地域創造センター
（県地方庁舎 1階）

県北部地域創造センター
☎ 521 － 7300

相談名 内容 とき ところ 問い合わせ
教　育 子どもの非行や不登校、いじ

め、家庭内暴力など
電話相談・来所相談ともに毎週月～金曜日（祝日は除く）
午前 9時～正午・午後 1時～ 4時 30 分
ファックス・Ｅメールは 24 時間受け付け

教育庁舎内教育研究所 学校教育課
（教育研究所）
☎ 572 － 9456

フリーダイヤル・ｆ 0120 － 4 － 78374　ｅ e-net@city.fukaya.saitama.jp
家庭・児童・
母子

家庭、育児、不登校などの相
談

毎週月～金曜日（祝日は除く）
午前 9時～午後 4時

市役所家庭児童相談室 児童課
☎ 574 － 6646

行政相談 行政に関する苦情など 1月 18 日㈬、2月 1日㈬
午前 9時～正午

市役所北別館市民相談室 くらしいきいき課
☎ 574 － 6633

1 月 19 日㈭
午前 9時～午後 3時

老人福祉センター岡部荘 岡部市民環境課
☎ 585 － 2213

1 月 16 日㈪、2月 1日㈬
午前 9時 30 分～ 11 時 30 分

川本総合支所会議室 川本市民環境課
☎ 583 － 2783

1 月 17 日㈫、2月 7日㈫
午後 1時 30 分～ 4時

花園総合支所会議室 花園市民環境課
☎ 584 － 1122

法律相談 相続、離婚、金銭貸借、商取
引などの法律に関すること

毎週火曜日（祝日は除く）午後 1時 30 分～ 4時 30 分
予約制（電話で受け付け）※定員各日 10 人　担当＝弁護士

相談を希望される場合は、
担当課までご連絡ください

くらしいきいき課
☎ 574 － 6633

2 月 2 日㈭
午前 9時～午後 3時

老人福祉センター岡部荘 岡部市民環境課
☎ 585 － 2213

2 月 17 日㈮　午後 1時 30 分～ 4時
予約制（電話で受け付け）※定員各日 10 人　担当＝弁護士

花園総合支所会議室 花園市民環境課
☎ 584 － 1122

市民相談 市民生活全般 毎週月～金曜日（祝日は除く）
午前 9時 30 分～正午・午後 1時～ 4時 30 分　担当＝市民
相談員

市役所北別館市民相談室 くらしいきいき課
☎ 574 － 6633

消費生活 商品契約に関する苦情など 毎週水曜日・金曜日（祝日は除く）
午前 10 時～正午・午後 1時～ 4時　担当＝消費生活相談員

相談を希望される場合は、
担当課までご連絡ください

くらしいきいき課
☎ 574 － 6633

悪質商法
110番

悪質商法に関する相談および
クーリングオフの仕方など

毎週月～金曜日（祝日は除く）
午前 9時～正午・午後 1時～ 4時 30 分　担当＝くらしいき
いき課職員

電話により随時受け付け くらしいきいき課
☎ 574 － 8527

税　務 税理士による税一般に関する
相談

1月 20 日㈮
午前 10 時～午後 4時　担当＝税理士会会員

市役所西別館 301 会議室 市民税課
☎ 574 － 6637

人　権 生活全般で感じた人権上の困
りごとや悩みの相談

1月 10 日㈫
午前 10 時～正午・午後 1時～ 3時

市役所西別館 301 会議室 人権政策課
☎ 574 － 6643

1 月 19 日㈭
午前 9時～正午・午後 1時～ 3時

岡部総合支所 岡部総務課
☎ 585 － 2211

1 月 16 日㈪
午前 9時 30 分～ 11 時 30 分

川本総合支所 川本総務課
☎ 583 － 2781

1 月 17 日㈫
午後 1時 30 分～ 4時

花園総合支所 花園総務課
☎ 584 － 1121

L・フォルテ
相談室

こころやからだ、ＤＶの悩み
など

1月 21 日㈯
午前 11 時～午後３時　予約制

Ｌ・フォルテ２階研修室 B Ｌ・フォルテ
☎ 573 － 4761

内　職 自宅でできるボタンつけなど
の仕事の紹介

毎週月曜日＝午前 10 時～正午・午後 1時～ 3時
毎週木曜日＝午前 10 時～正午
（いずれも祝日は除く）

産業会館３階商工振興課隣
の会議室

商工振興課
☎ 574 － 6650

結　婚 結婚に関する相談、紹介など 1月 15 日㈰、2月 2日㈭
午後 1時～ 3時

深谷コミュニティセンター 社会福祉協議会
☎ 573 － 6563

高
齢
者
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て

3031


